
議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第１０５号 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

人 事 課 

 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に伴い一般職の職員の給料月額、勤勉手

当の支給額等について所要の改正措置等を講ずるとともに、特別職に属する常勤の職

員及び市議会議員の期末手当についても所要の改正措置を講ずる必要が生じたため、

当該条例の一部を改正しようとするもの。 

 

【改正理由】 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に伴い、一般職の職員の

給料月額、勤勉手当の支給額等について所要の改正措置を講ずるとともに、特別職に

属する常勤の職員及び市議会議員の期末手当の支給率等についても所要の改正措置

を講ずる必要が生じたため。 

【改正内容】 

１ 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正（第１条関係） 

ア 平成２６年１２月期の勤勉手当の支給月数の引上げ（第２１・２２条関係） 

再任用以外の行政職・医療職（２） 

【現行】０．６７５月→【改正案】０．８２５月 

再任用行政職 

【現行】０．３２５月→【改正案】０．３７５月 

イ 給料月額の引上げ 

別表第１（その１）関係 行政職給料表（１）の月例給を、 

      平均０．３２％引上げ 

別表第１（その２）関係 医療職給料表（１）の月例給を、 

      平均０．２１％引上げ 

別表第１（その３）関係 医療職給料表（２）の月例給を、 

      平均０．４７％引上げ 

平成２６年４月に遡って実施 

【施行期日】公布の日 

  ウ イに伴う昇格時号給対応表の改定（別表第１（その１）、（その３）関係） 

   エ ６月及び１２月に支給する勤勉手当の支給割合の改定（２条関係 ２１・２

２条関係） 

   再任用以外の行政職・医療職（２） 

【現行】０．６７５月→【改正案】０．７５月 

再任用行政職 

【現行】０．３２５月→【改正案】０．３５月 

   【施行期日】平成 27 年 4 月 1 日 

２ 特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部改正（付則第５、６項） 

  ア 平成２６年１２月に支給する期末手当の支給割合の改定（第４条第２項） 

【現行】２．０５月→【改正案】２．２０月 

【施行期日】公布の日 

  イ ６月及び１２月に支給する期末手当の支給割合の改定（第４条第２項） 

６月【現行】１．９０月→【改正案】１．９７５月 

12 月【現行】２．０５月→【改正案】２．１２５月 

【施行期日】平成 27 年 4 月 1 日 

３ 三田市議会議員報酬等に関する条例の一部改正（付則第７、８項） 

 ア 平成２６年１２月に支給する期末手当の支給割合の改定（第６条第２項） 

【現行】２．０５月→【改正案】２．２０月 

【施行期日】公布の日 

  イ ６月及び１２月に支給する期末手当の支給割合の改定（第６条第２項） 

６月【現行】１．９０月→【改正案】１．９７５月 

12 月【現行】２．０５月→【改正案】２．１２５月 

【施行期日】平成 27 年 4 月 1 日 

 

 


